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特定子会社の異動（株式の一部譲渡）に関する譲渡株式数決定について 

 

平成 22 年９月 24 日に発表しました「特定子会社の異動（株式の一部譲渡）に関するお知らせ」について、

このたび当社が譲渡するシンヨー株式会社の株式数が確定（正式な株式譲渡日は平成22年 11月 15日ですが、

当社以外の自己の株式を追加して取得するよう請求した同社株主のすべてから、自己株式買取りにおいて按

分比例した株式数に基づき、株式譲渡申込書が既に提出されております。）、これによりシンヨー株式会社

は当社連結子会社から除外され、持分法適用会社となりますのでお知らせいたします。 

 

１．譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況 

(1) 異動前の所有株式数 2,441,000 株 

（議決権の数：2,441 個） 

（発行済株式総数に対する所有割合：55.60％） 

(2) 譲 渡 株 式 数 当初予定 1,500,000 株 

（議決権の数：1,500 個） 

（譲渡予定価額：900,000 千円） 

  今回確定 1,158,000 株 

（議決権の数：1,158 個） 

（譲渡予定価額：694,800 千円） 

(3) 異動後の所有株式数 当初予定 941,000 株 

（議決権の数：941 個） 

（自己株式を除く発行済株式総数に対する所有割合： 32.56％） 

  今回確定 1,283,000 株 

（議決権の数：1,283 個） 

（自己株式を除く発行済株式総数に対する所有割合： 44.39％） 

２．譲渡株式数の変動の理由 

株式の譲渡先になるシンヨー株式会社株式は、平成 22 年 10 月 25 日開催の同社臨時株主総会において、当

社から総額 900,000 千円を限度額とする自己株式の買取りについて決議を行いましたが、当社以外の他の同

社株主からも自己の株式を追加して取得するよう請求がなされた結果、自己株式買取りにおいて按分比例に

より決済が行われたため、当社が予定していた譲渡株式数および譲渡価額が減少しました。 

３．特別利益の発生 

今回の株式譲渡により発生する連結上の株式売却益は 75,975 千円となり、同金額を特別利益として計上い

たします。 

また、単体での株式売却益は 10,294 千円となり、同金額を個別決算上の特別利益として計上いたします。 

４．今後の見通し 

 なお、当該特定子会社の異動による影響を踏まえた、平成 23 年３月期の業績予想につきましては、本日開

示（平成 22 年 11 月 11 日）開示いたしまた「平成 23 年３月期第２四半期の業績予想値と実績値との差異及

び通期業績予想の修正に関するお知らせ」に織り込んでいますのでご参照下さい。 
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